
【ふるさと田辺応援寄附金 年末年始の取扱いについて】 
 
 

１．年末年始の対応について 
 年末年始期間中は休業となるため、お問合せにつきましては、令和８年１月５日（月曜日）

以降の対応となります。 
  

＜年末年始休業期間＞ 

令和７年 12 月 27 日（土曜日）～令和８年１月４日（日曜日） 
   
 

２．寄附金の取扱いについて 
 

お支払方法 
 

取扱いについて 
 
クレジットカード・マル

チペイメント決裁 

令和７年 12 月 31 日（水曜日）23：59 までの決裁完了分が、

令和７年（2025 年）分の寄附となります。 

 
 
納付書払（郵便振替、金

融機関、コンビニ） 
 
口座振替 

 

入金後から寄附の完了に要する期間が異なります。 

 

12 月中旬以降の入金の場合、令和７年（2025 年）分の寄附と

して扱えない場合がございますので予めご了承ください。 

 

現金書留・直接持参 

令和７年 12 月 26 日（金曜日）正午までの到着分が、令和７年

（2025 年）分の寄附となります。 

 
＜ご  注 意＞ 

※以下の通り、入金後から寄附の完了まで期間が異なりますので、余裕を持ったお申出、

ご寄附をお願いいたします。 

●コンビニエンスストア納付の場合、入金後から田辺市に届くまで（入金確定されるまで） 

最長で20日程度を要します。 

  ●郵便局納付の場合、入金後から田辺市に届くまで（入金確定されるまで） 

最長で７日程度を要します。 

  ●口座振込の場合、入金後から田辺市に届くまで（入金確定されるまで） 

最長で５日程度を要します。 
 

 ※令和８年１月１日（金曜日）00時00分からのご寄附については、令和８年（2026年分）

の寄附としての受付となります。 
 
 ※決裁年末はポータルサイトが込み合うため、決済操作から決裁完了までにお時間がかか

る場合がございますのでご注意ください。 
 

※年末は郵送についても通常より時間を要する場合がございますので、余裕を持ったお申

込みをお願いいたします。 

 

 

 

 
 

２．寄附金の取扱いについて 

１．年末年始の対応について 



 

３．ワンストップ特例申請書について 
   ワンストップ特例申請書を希望される寄附者様へは、受領証明書とワンストップ特例申

請書を同封し送付しておりますが、12 月 23 日（火曜日）以降の受付・入金分につきまし

ては、ご自身で申請書をダウンロード、印刷しご提出いただきますようお願いいたします。 
 
    また、年末は郵送についても時間を要する場合もございますので、当市からの書類到着

までにご自身で申請書を用意し郵送いただいてもかまいません。 
 
   【提出期日】令和８年 1 月 10 日（土曜日）必着 
 

■ワンストップ特例申請書の送付先 

〒646-0032 和歌山県田辺市下屋敷町 35-2 

田辺市ふるさと納税担当（委託業者：株式会社じゃばらいず北山）宛 
 
  ＜ご 注 意＞ 

   ※提出期日を過ぎた場合や書類に不備があった場合、ワンストップ特例申請の受付が 

出来ません。 
 

※受付が出来なかった場合は、各寄附者様において確定申告を行っていただきますよ 

うお願いいたします。 

 

 

【お問合せ】 

   646-8545 

和歌山県田辺市東山一丁目５番１号 

田辺市役所 企画部 たなべ営業室 

電話：0739-33-7714 

FAX ：0739-22-5310 

３．ワンストップ特例申請書について 


